
津山市食品ロス削減推進計画策定のための

市民委員を募集します（公募）

１ 趣 旨

津山市では、今年度、「食品ロスの削減の推進に関する法律」第１３条

第１項の規定に基づく「津山市食品ロス削減推進計画（仮称）」を策定す

る予定です。計画策定に当たり内容を審議するため、学識経験者・食品関

連事業者・市民・関係団体代表・行政機関代表による委員会を設けること

とし、このたび市民の代表としての委員を募集します。

食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことで、日本では

年間約５２２万トンもの食品ロスが発生しています。（令和２年度）

食品ロスを削減するため、生活者・消費者としてのご意見を期待してい

ます。

２ 内 容

令和５年３月までに３回程度の会議を予定しています。

「食品ロスの削減目標」、「市民・事業者・行政の役割」、「食品ロス削減

のための施策」などです。

３ 応募資格
津山市内に居住する食品ロス問題に関心がある人で、令和４年４月１日

現在、１８歳以上の人

４ 募集人員 １人

５ 任 期 令和５年３月３１日まで

６ 謝 礼 金 １回の会議出席に対して 7,100円

７ 応募方法

任意の様式に応募の動機や食品ロス問題についての意見を８００字程

度にまとめ、住所・氏名・生年月日・職業・電話番号を記入のうえ、環境

福祉部環境事業課 3R推進係へ郵送、電子メールまたは直接提出してくだ
さい。

（応募用紙の参考様式は、市ホームページに掲載しています。）

８ 募集期間 令和４年７月２５日(月) ～ 令和４年８月２６日(金)必着

９ 選 考 書類選考により決定し、応募者に結果を通知します。

10 応募・問い

合わせ先

〒708-8501 津山市山北 520 本庁舎 6F
津山市環境福祉部 環境事業課 3R推進係 担当：早瀬

TEL.(0868)32-2203 FAX.(0868)23-7055
Email gomizero@city.tsuyama.lg.jp
URL https://www.city.tsuyama.lg.jp/


